
１. はじめに

バイオマスエタノールは大気中の二酸化炭素を固定した植

物を原料として製造されるので, それを燃料として使用して

も大気中の二酸化炭素の絶対量を増やさないクリーンな燃料

として注目されている｡ 現在, サトウキビ, トウモロコシな

どの糖やデンプンを原料としたエタノールが生産されている

が, それらは食料と競合する問題があるほか, 将来的に増加

するエタノール要求量に対して国内での原料供給量の確保が

難しいなどの指摘がある｡ そのため, 食料と競合せず, 賦存

量が多い木本類, 草本類や木質廃棄物などリグノセルロース

系を原料としたエタノール生産が期待されている｡ しかしな

がら, それらバイオマスは広く薄く分布し, 収集, 運搬の費

用等が発生するため利用しにくい資源といわれている｡ 各自

治体が管理する道路, 河川, 公園などの維持事業では道路脇

などに自生する草を年に数回刈り取り, 収集し, 処理してい

ると思われ, 別途費用をかけなくてもバイオマスをある程度

収集できると見込まれる｡ その集められたバイオマス資源が

バイオエタノール原料として利用可能かどうかについて検討

するため, その賦存量を道内各自治体に対するアンケート等

によって調査を行った｡ また, ササやススキなどの代表的な

草本類のセルロース等の成分について分析したので以下に報

告する｡

２. 調査方法

自治体が管理している道路, 河川, 公園などの維持事業で

刈り払いされる草本類の賦存量を把握するため, まず, 道内

各地で草を刈り取り, 乾燥質量を計測することによって単位

面積あたりの草のバイオマス量を算出した｡ 次に, 道内180

市町村に対して, 道路, 河川, 公園などの維持事業で刈り払

いの対象となる面積, 刈り払い回数などについてアンケート

調査を行い, 先の単位面積あたりの草質量結果と併せて, 賦

存量等の概数を計算した｡

2.1 単位面積あたりの草のバイオマス量調査

2.1.1 採取場所

気候条件により単位面積あたりの草のバイオマス量が変化

することが予想されることから, 道内各地域から草を採取す

るために草の採取箇所として計９都市を選定した (図1.1)｡
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各地において道路, 河川が東西に延びていてかつ, 道路等の

北向き, 南向きの双方の法面と, 近くに平面があるところを

採取箇所とした (図1.2)｡

2.1.2 採取方法

草の採取方法は道路等の南向き, 北向き法面およびその近

平面の３箇所についてそれぞれ１ｍ四方の区画を設定し, そ

の範囲内の草を根元から鎌で刈り取った｡ 区画を設定する際

は四隅に棒を刺し, その棒にひもを掛けて正方形を作り, ２

回目の刈り取り時に同じ区画から刈り取れるよう目印とした｡

また, それぞれの区画は自治体の除草作業範囲外と思われる

車道等の脇から少なくとも１ｍ以上離れた任意の区域とした｡

ただし, 札幌においては上記３区画以外にイタドリのみを対

象とした区画を作った｡

刈り取った草は１週間以上天日乾燥した後, 乾燥機によっ

て乾燥温度60℃で少なくとも２日以上乾燥し, 質量を測定し

た｡

2.1.3 採取時期

草の採取は各自治体が最も多く実施していると思われる６月

中旬～７月中旬と８月下旬～10月上旬の２回行った (表2.1参

照)｡

2.2 市町村アンケート調査

道内180市町村を対象に各自治体が管理している道路, 河

川, 公園などの除草事業で刈り払いされる草のバイオマス量

を把握する目的で以下に示す項目についてアンケート調査を

行った｡

・管理道路, 河川の実延長

・管理道路, 河川の除草幅

・管理公園の除草面積

・除草事業の有無

・除草の方法 (刈り払いのみ, 刈り払い＋一部収集等)

・一部収集の場合, その実延長距離

・収集した草の質量

・収集時期 (刈り払い直後, 乾燥後等)

・収集した草の処理方法

・収集した草を一般廃棄物として処理している場合の集荷

場所

・除草回数

・除草時期

2.3 成分分析

代表的な草と思われるササ, ススキ, イタドリ, カモガヤ

の４種類について, セルロース, ホロセルロース (ホロセル

ロース＝ヘミセルロース＋セルロース), クラソンリグニン,

アルコール・ベンゼン抽出物, 灰分, 水分の分析を行った｡

ヘミセルロースはホロセルロースからセルロースを引き去る

ことによって求めた｡ また, クラソンリグニンは酸不溶性リ

グニンである｡

セルロース, ホロセルロース, アルコール・ベンゼン抽出

物, 灰分, 水分についてはJAPAN TAPPI紙パルプ試験方

法20001)にて, クラソンリグニンはMarilyn J Efflandの方

法2)にて分析を行った｡

３. 調査結果および考察

3.1 単位面積あたりの草のバイオマス量調査

各採取箇所の草のバイオマス量の調査結果を表3.1に示す｡

また, 図3.1および図3.2に除草１回目, ２回目の草のバイオ

マス量調査結果をグラフにしてそれぞれ示す｡

愛別, 稚内, 札幌の南法面 (１回目) で1000����以上の

バイオマス量を得た｡ その区画の主な草の種類はササあるい

はススキであり, それらのバイオマス量が多いことが分かる｡

また, イタドリが主な草である区画 (札幌, 平面) の１回目

のバイオマス量は1600����を超えており, イタドリのバイ

オマス量が多いことが伺える｡ 南法面, 平面, 北法面でのバ

イオマス量には有意な差は見られず, 主たる草の種類が大き

く影響するものと思われる｡

図3.3に草採取１回目と２回目の草重量を南法面, 平面,
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北法面の３区画を平均して示した｡ 長万部, 北斗では１回目

と２回目の草重量にほとんど違いはないが, 愛別, 稚内, 札

幌では２回目の草重量は１回目に比べて非常に少なくなった｡

これは, 愛別, 稚内, 札幌の１回目の主な草の種類であった

ササやススキは, ２回目においては主な草ではなくなったこ

とが上げられる｡ ササやススキはその区画内の上層植物であ

り, かつ密集した状態で生い茂っていたため, 他の植物が生

育するには厳しい環境であったことが考えられる｡ また, 愛

別, 雄武, 稚内では１回目と２回目の調査間隔が約１ヶ月半

であり, 他の地域の約３ヶ月と比較して約半分の成長期間で

あったことがバイオマス量の少ない要因のひとつと言える｡

長万部, 北斗の区画の主な草はカモガヤやホソムギなど牧草

として利用されているものであり, 安定した成長が認められ

た｡

実際の除草事業での除草回数は道路, 河川において年１～

４回, 公園では年１～192回であり, 除草回数年１回の場合

の除草時期は６～７月が最も多かった｡ また, 道路, 河川は

様々な方向を向いており, かつ, 草の種類は雑多である｡ よっ

て, 草の賦存量を計算するときに使用する単位面積あたりの

草のバイオマス量は, 年１回除草事業を行っている場合は今

回の調査の１回目の平均値である417����を, 年２回以上

除草事業を行っている場合は今回の調査の１回目の平均値に

同２回目の平均値 (ただし, 愛別, 雄武, 稚内の値は２倍と

した) 204����を加えた621����を用いることとした｡ 一
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方, 公園では牧草を使用していると思われるため, 単位面積

あたりの草のバイオマス量は長万部, 北斗の平均値を用いる

ものとし, 年１回の除草事業を行っている場合は327����

を, 年２回以上除草事業を行っている場合は同様に658

����を用いることとした｡

3.2 市町村アンケート調査結果

道内180市町村を対象とした除草事業に関するアンケート

を実施した結果, 回収率は77.8％であった｡ 以下に, アンケー

ト調査結果の一部を示す｡

3.2.1 道路, 河川の実延長

図3.4に回答のあった市町村について道路, 河川の実延長

を支庁別に示す｡ 実延長は支庁によって大きくばらついてい

るのが分かる｡ 全道の実延長の合計は道路, 河川それぞれ約

５万2000km, ２万kmであった｡

3.2.2 道路, 河川の除草幅

図3.5に道路, 河川の除草幅を支庁別に示す｡ 道路の除草

幅は１ｍ前後が多く全道平均で1.1ｍであったのに対して,

河川の除草幅は数mで広く全道平均で4.6ｍであった｡

3.2.3 除草面積

道路, 河川においては上述の除草の実延長と除草幅から算

出した除草面積を公園の調査結果と併せて支庁別に図3.6に

示す｡ 全道の除草面積の合計は道路, 河川, 公園それぞれ,

58.4���, 41.1���, 21.1���であった｡

3.2.4 除草実施率

図3.7に道路, 河川, 公園の除草事業の実施率を示す｡ 道

路, 公園の除草事業の実施率は全道平均で90％を超えており,
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高い値を示したが, 河川の除草事業の実施率は44％にとどまっ

た｡

3.2.5 バイオマス賦存量

各自治体の除草事業において刈払いされる草のバイオマス

賦存量を3.1単位面積あたりの草のバイオマス量調査と除草

面積から算出した結果を支庁別に図3.8に示す｡ バイオマス

の賦存量は石狩, 上川, 空知, 十勝支庁で多く, 道路, 河川,

公園のバイオマス賦存量を合わせると, それぞれ１万2600ｔ,

１万1800ｔ, 8400ｔ, 8000ｔであった｡ 道全体では７万ｔ程

度のバイオマスが毎年, 刈払いされている｡ この値は回収さ

れたアンケートをそのまま集計したものであるが, 回収率

77.8％から単純に類推すると, バイオマス刈払い量は全道で

年間約９万ｔと見込むことができる｡

3.2.6 バイオマス収集率

道路, 河川, 公園で刈払いされたバイオマス (草) の収集

率を図3.9に支庁別に示す｡ 全道平均では道路や河川の収集

率は20～25％と低く, 公園の収集率は90％を超えることが分

かった｡ バイオマス賦存量と収集率から計算されるバイオマ

ス回収量が最も多い支庁は石狩支庁であり, その量は7400ｔ

であることが分かった｡ 道全体でのバイオマス回収量は２万

7200ｔであった｡

3.2.7 他のバイオマス資源との比較

稲わらや麦わら, 林地残材など他のバイオマス資源に関す

る賦存量データが独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構(NEDO)によって公開されている3)｡ それら他のバ

イオマス資源と今回, 調査を行った草の賦存量を比較して図

3.10に示す｡ 稲わら, 林地残材の賦存量65万ｔ, 57万ｔと比

較して草のバイオマス賦存量は９万ｔで, 少ないことが分か

る｡ 国や道が管理している国道, 道道, 一級河川, 二級河川

の実延長はそれぞれ約6200km, １万1700km, 1700km, １

万2300kmである｡ これら, 国や道が管理している道路, 河

川の除草状況については別途, 調査が必要であるが, 市町村

の除草状況と同様であると仮定すると, バイオマス賦存量は

３万5000ｔ程度加算され, もみ殻と同様のバイオマス賦存量

(約12万5000ｔ) となることが推算される｡

3.3 成分分析

代表的な草と思われるササ, ススキ, イタドリ, カモガヤ

の４種類について, １回目のバイオマス収集時の試料を用い

てセルロース, ホロセルロース (ホロセルロース＝ヘミセル

ロース＋セルロース), クラソンリグニン, アルコール・ベ

ンゼン抽出物, 灰分等の分析を行った｡ その結果を図3.11に

示す｡ 便宜上, 今回行った分析項目について合計した値を

100％に補正した｡ セルロースは34～40％, ヘミセルロース

は26～34％, リグニンは19～29％であった｡ ササのリグニン

が29％で広葉樹の値に近いものの他の草のリグニンは20％前

後であった｡ 草本系バイオマスは成長時期によってこれらの

成分が変化すると言われているので4)厳密な評価はそれぞれ

の成長時期の分析が必要であるが, 今回, 得られたデータか

ら生産可能なバイオエタノール量の概数を推算すると以下の

ようになる｡

今回, 得られたデータを平均するとセルロース, ヘミセル

ロース, リグニンはそれぞれ, 37, 30, 22％となる｡ 今, セ
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ルロース, ヘミセルロースの糖化効率を90, 50％, アルコー

ル変換効率を80,80％と仮定する｡ また, １kgのグルコース,

キシロースから0.64Lのエタノールが理論上, 生産可能であ

る｡ これらから１ｔの草から約250Lのエタノールが得られ

ると推測される｡ 草の賦存量12万５千ｔを全て収集したと仮

定して年間, ３万１千kLのエタノールが草から得られるこ

とが分かる｡

４. おわりに

各自治体が行っている除草事業によって刈り払われる草の

バイオマス量を調査した結果, 以下のことが明らかとなった｡

・草の単位面積あたりのバイオマス量は６～７月採取した場

合, 約420����, さらに３ヶ月後に採取した分を加えると

約620����となることが分かった｡

・道内各自治体が行っている除草事業によって刈り払われる

草のバイオマス賦存量は９万ｔ/年であり, 国, 道が管理し

ている分を加えるともみ殻と同程度であると推測された｡

・しかし, その収集率は決して高くなく, 草のバイオマス収

集量は最も多い石狩支庁で約7400ｔ, 全道では２万7200ｔで

あった｡

・代表的と思われるササ, ススキ, イタドリ, カモガヤにつ

いて成分分析を行った結果, 平均でセルロース約37％, ヘミ

セルロース約30％, リグニン22％を得た｡ これらから草を原

料として変換されるエタノール量は年間３万１千kLに相当

すると推算された｡
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